
奥州市物産展等出展補助金交付要領 

（趣旨） 

第１ 特産品の販路拡大を図ることにより、市の物産振興の推進及びＰＲを行うことを

目的とし、市内の事業者等が岩手県外で開催される物産展等への出展に要する経費に

対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則（平成18年奥州市規則第59号。以下「規

則」という。）及びこの要領により補助金を交付する。 

（定義） 

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 特産品 奥州市ふるさと応援寄附（ふるさと納税）返礼品に採用されている商品

をいう。 

 (2) 岩手県外 岩手県を除く日本国内をいう。 

 (3) 物産展等 物産展、展示会、商談会その他の商品の宣伝若しくは販売又は物産情

報若しくは観光情報の提供を目的とする催事をいう。 

 (4) 出展 物産展への出展、展示会への出品その他催事に参加する行為をいう。 

（補助金の交付対象事業） 

第３ 補助対象となる事業は、事業者等が第１に掲げる趣旨の目的を果たすために、岩

手県外又はオンラインで開催される物産展等へ出展する事業とし、次に掲げる条件を

全て満たすものとする。 

 (1) 奥州市内に住所又は主たる事務所を有する事業者等が行う事業であること。 

 (2) 特産品を含む商品の宣伝又は販売を行う出展であること。 

 (3) 当該会計年度内に完了する事業であること。 

(4) 当該補助金の効果を測定するための市の調査等に協力すること。 

（補助金の交付対象者） 

第４ 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 奥州市内に住所又は主たる事務所を有する事業者又は当該事業者で構成される団

体であること。 

 (2) 市税の滞納がないこと。 

(3) 奥州市暴力団排除条例（平成27年奥州市条例第20号）第７条に規定する暴力団関

係者でないこと。 

（補助対象経費及び補助額） 

第５ 補助金の対象となる経費は、別表第１に掲げるものとする。ただし、消費税及び

地方消費税等相当額は含まない。また、国、県又は市の他の補助金、交付金その他こ

れらに類するものの交付を受ける場合は対象としない。 

（補助金の額等） 

第６ 補助金額は、第５に定める経費の合計額に２分の１を乗じ千円未満の端数を切捨

てたものとし、５万円を限度とする。 

２ 同一事業者への補助金の交付は、原則として、補助金交付年度内において１回を限

度とする。ただし、新規事業者又は新商品開発に伴う出展等において、複数回の出展

が適当であると市長が特別に認める場合はこの限りではない。 



 （補助事業内容の軽微な変更） 

第７ 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、補助対象事業費の20パーセン

トを超える増減の変更以外の変更とする。 

 （提出書類及び提出期日） 

第８ 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２

のとおりとする。 

（補則） 

第９ この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

別表第１（第５関係） 

対象経費 内容 

小間料等 小間料、会場使用料、会場共益費、オンライン出展料その他これ

らに類するものとして主催者に支払う経費（商品の売上に応じて

支払う部分を除く）。 

運搬費 商品、商材その他の物品を輸送するための経費 

交通費及び宿泊料 販売員、説明員、その他出展に従事する者の交通費（合理的な交

通手段及び経路による部分に限る）及び宿泊料。いずれも２名分

を限度とする。 

その他 市長が特に必要と認める経費 

別表第２（第８関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出期日 

規則第４

条の規定

による書

類 

奥州市物産展等出展補助金交付申請書 第１号 事業実施日の

14日前 事業計画（予算）書  

物産展等の開催又は出展を証する資料  

市長が必要と認める書類  

規則第６

条の規定

による書

類 

奥州市物産展等出展補助金交付変更（中止・

廃止）承認申請書 

第２号 変更、中止又

は廃止の事由

が生じた日か

ら14日以内 

変更の内容を明らかにする書類（変更の場

合） 

 

市長が必要と認める書類  

規則第 13

条の規定

による書

類 

奥州市物産展等出展補助金交付請求書 第３号 事業完了後30

日以内 事業実績書  

事業に要した経費の支払いを証する書類  

市長が必要と認める書類  

 

附 則 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則（平成28年３月25日改正） 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 



附 則（平成28年４月１日改正） 

 この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年４月１日改正） 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年10月１日改正） 

 この要領は、令和３年10月１日から施行する。 

 



様式第１号（第８関係） 

年  月  日  

 

 奥州市長 様 

 

申請者 所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名             ㊞ 

 

 

  奥州市物産展等出展補助金交付申請書 

年度奥州市物産展等出展補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記

のとおり申請します。 

記 

１ 申請金額  金         円 

２ 添付書類 

(1) 事業計画（予算）書 

(2) 物産展等の開催又は出展を証する資料 

 (3) 市長が必要と認める書類  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

奥州市長 宛 

 

 奥州市物産展等出展補助金の交付を申請するに当たり、私（法人の場合は、法人）が

奥州市に対し納めるべき市税について、奥州市が市税の納付状況の調査を行うことに同

意します。 

 

年  月  日 

 

住     所                

団  体  名                

代表者職・氏名                



様式第２号（第８関係） 

年  月  日  

 

 奥州市長 宛 

 

申請者 所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名             ㊞ 

 

 

奥州市物産展等出展補助金交付変更（中止・廃止）承認申請書 

    年 月 日付けで補助金交付契約を締結した奥州市物産展等出展補助金につい

て、事業内容に変更が生じましたので、関係書類を添えて次のとおり変更申請します。 

記 

１ 変更後申請金額   金           円 

２ 変更内容  

３ 変更理由  

４ 添付書類 

 (1) 変更の内容を明らかにする書類（変更の場合） 

 (2) 市長が必要と認める書類 



様式第３号（第８関係) 

年  月  日  

 

 奥州市長 宛 

 

申請者 所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名             ㊞ 

 

 

奥州市物産展等出展補助金交付請求書 

年 月 日付けで補助金交付契約を締結した奥州市物産展等出展補助金につい

て、関係書類を添えて下記のとおり補助金の交付を請求します。 

記 

１ 請求額        金            円 

２ 添付書類 

(1) 事業実績書 

 (2) 事業に要した経費の支払いを証する書類 

 (3) 市長が必要と認める書類 


